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　市は「200万人広島都市圏構想」
の実現に向け、近隣27市町と連携・
交流を進めています。

広島広域都市圏 検索
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●相談日時
市政相談以外は各相談日の13：00～
16：00（暴力被害相談は15：00まで）
●申込方法
相談日当日の8：30から、電話で区役
所区政調整課へ（交通事故相談、暴
力被害相談、表示登記・境界相談は、

■ 市役所市民相談センターでの相談
相談名 相談の内容

市政相談 市政に対する意見・要望など（区役所区政調整課でも受
け付けています）

民事相談＊１ 親族・相続関係、その他日常生活上の法律関係の困り
事など（刑事事件は除く）

交通事故相談＊１ 賠償額の算定、自賠責保険請求の方法など

法律相談（弁護士）＊２ 法律上の諸問題（刑事事件は除く）

●相談日時 
㈪～㈮の 8：30～17：00
＊ 1 　民事・交通事故相談の場合は、
16：00ごろまで
＊ 2　弁護士による法律相談は、民事
相談員が相談を受けた後、予約を受け
付け
●申込方法 
電話で同センター（上記）へ

●休み
㈯・㈰・㈷・㉁、8 月 6 日、年末年始
（法律相談は 8月13日～16日、12月
28日、1 月 4 日も）。市の業務など、
市政への意見・要望は、電子メール
（kocho@city.hiroshima.lg.jp）、郵
便「〒730-8586 市民相談センター」
（住所不要）、ファクス（上記）でも随
時受け付けています

相談日当日の10：00まで随時受け付
け）。先着各 6人（暴力被害相談は4
人）。相談時間は1人30分まで
●休み
㈯・㈰・㈷・㉁、8月6日、年末年始（市
政相談以外は8月13日～16日、12月
28日、1月4日も）

■ 区役所区政調整課での相談
相談内容 中 東 南 西 安佐南 安佐北 安芸 佐伯

交通事故 第 1㈫ 第 2㈫ 第 4㈫ 第 3㈫ 第 1㈮ 第 3㈮ 第 4㈮ 第 2㈮
暴力被害 なし 第 1㈫ 第 3㈫ 第 4㈫ 第 3㈭ 第 2㈭ 第 1㈭ 第 4㈭
人権 第 2㈬ 第 3㈬ 第 1㈬ 第 3㈭ 第 2㈭ 第 4㈭ 第 2㈭ 第 2㈭
行政 第 2㈮ 第 1㈮ 第 4㈮ 第 3㈮ 第 1㈬ 第 3㈬ 第 2㈬ 第 4㈬
司法書士法律 第 1㈭ 第 3㈭ 第 2㈭ 第 4㈭ 第 3㈬ 第 2㈬ 第 4㈬ 第 1㈬
表示登記・境
界 第 1㈪ 第 2㈪ 第 3㈪ 第 4㈪ 第 2㈮ 第 4㈮ 第 1㈮ 第 3㈮

行政書士法律
手続 第 1㈬ 第 2㈭ 第 4㈭ 第 2㈫ 第 4㈬ 第 1㈭ 第 3㈫ 第 2㈫

税務（佐伯区役所のみ）　第 2㈪
年金・労働（中区役所のみ） 第 3㈫
市政（市政への意見・要望など）　各区役所で随時

●相談・申込先：区役所区政調整課（ファクスは 4㌻左）
区 電話 区 電話 区 電話 区 電話
中 504-2543 南 250-8933 安佐南 831-4925 安芸 821-4903
東 568-7703 西 532-0925 安佐北 819-3903 佐伯 943-9706

　市政に対する意見や要望、日常生活上の法律関係や交通事故に関
する困り事など、お気軽にご相談ください。
問市民相談センター（電504-2120、フ504-2121）

暮らしに役立つ相談窓口のご利用を主な経費

6億6239万円

Ｇ７広島サミットの開催支援に関する経費

・・・・・・・・・・・・ 736 万円
・・・・・・・・・・ 1億 2740 万円

・・・31 万円
・・・・・・・・・・78 万円

・・・320 万円
・・・・・・・・・・・・55 万円
・・・・・・・・・・・ 477 万円
・・・・・・・・・・・・29 万円

・・・・・・・・13 万円
・・・・・・・・・・・・・81 万円
・・・・・・・・・・・・1360 万円

・・・190 万円
・・・・・・・・・・・・1300 万円

・・・・・・・71 万円
・・・・・・・・・・・・・70 万円

・・・・・・・・・・・・・80 万円
・・・・・・・・・・・・・60 万円

・・・・・180 万円

・・・・458 万円
・・・・・・・・・・・・668 万円
・・・・・・・・・・・・177 万円

・・・・・・・・13 万円
・・・・・・・・・ 4億 5640 万円
・・・・・・・・・・・ 1139 万円

・・・・・・・・・273 万円

5834万円

・・・・・834 万円
・・・・・・・3000万円

・・・・・・・2000万円

新規事業　

▶国の制度創設により全国的に行うこととされている事業

▶民間事業者との関係で年度当初から取り組む必要がある事業

Ｇ７広島サミットに向けて
　広島サミット県民会議が
開催する歓迎行事などに必
要な経費を負担します。歓迎
機運の醸成を図るため、夜神
楽特別公演や広島城のライト
アップなどを実施。テロを含
む各種災害の未然防止、迅速
な対応のための消防特別警
戒体制の構築などに取り組み
ます。G 7広島サミットの最新
情報は、広島サミット県民会議
ホームページをご覧ください。

三つの新規事業
　低所得の妊婦の経済的負
担の軽減を図り、妊婦健診の
受診状況などを継続的に把
握し、必要な支援につなげる
ため、「低所得の妊婦に対する
初回産科受診料助成事業」を
行います。
　「盛土規制法に基づく災害
防止対策の推進」は、宅地造成
などを行う際に許可を要する
規制区域の指定に向けた基礎
調査に着手するなどします。
　「西風新都環状線（梶毛西
工区）の整備」では、幹線道路
のネットワーク機能を強化す
るため、梶毛西地区の開発動
向に歩調を合わせ、整備に向
けた予備設計に着手します。小野成美

事務局員
堀本健治
事務局員

　令和3年 7月に旧しまね
お魚センターを改修し、水
産都市浜田の新たなにぎわ
い創出拠点としてリニュー
アルオープンしました。
　“ここにしかない、とびっ
きりいいもの”をコンセプト

に、仲買棟では浜田漁港で水揚げされた旬な鮮魚の販売、
商業棟1階では水産加工品や地元特産品の販売、2階フー
ドコートでは海鮮を中心とした浜田の旬をその場で味わえ
ます。ぜひお越しください。

浜田市 はまだお魚市場

私が紹介
します！

はまだお魚市場
川上真衣さん【トリビア…雑学的な事柄や豆知識など】

■危機管理体制の強化
■広島サミット県民会議への負担金
■広島サミット関連企画展「平和記念都市広島誕生」の開催
■被爆体験伝承者による伝承講話の実施
■広島サミットに合わせた被爆建物・被爆樹木巡りの開催
■海外からの賓客に対するおもてなし
■食品事故の発生防止対策
■感染症の予防とまん延防止対策など
■宿泊施設における衛生確保のための監視指導
■ごみゼロ・クリーンキャンペーン
■県警警備に伴うし尿収集
■ピースツーリズム推進事業（モニターツアーの実施など）
■夜神楽特別公演などの開催
■観光案内所における多言語通訳サービスの導入
■広島城ライトアップの実施
■各国首脳が訪れた平和関連施設などを題材に作成した
　漫画をSNSなどで発信
■フィルム・コミッション事業
■広島駅周辺地区の水辺空間における新たなにぎわい創出
（サミット参加国に関連する飲食物の販売など）
■四季の花プランターによるおもてなし
　（広島サミット開催時期に合わせた花苗の植え替え）
■花壇の花の取り替え
■道路の巡視体制強化
■下水道普及啓発事業（マンホールカード作成）
■消防特別警戒体制の構築
■水道施設の安全確保
■広島サミットを題材とした学力向上の推進

■低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業
■盛土規制法に基づく災害防止対策の推進

■西風新都環状線（梶
かじけ
毛西工区）の整備
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人口と世帯 [令和5年2月末現在（前年同月比）] 人口1,183,150人（4,621人減）   男 572,547人   女 610,603人　577,935世帯（3,290世帯増）




